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【手続補正書】
【提出日】令和2年2月18日(2020.2.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６１】
【表４】
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　次に本発明の好ましい態様を示す。
１．以下の層、順に、
ｉ）８グラム重以上の平均布地弾性率を有する、糸条から作製された第１の難燃性編布、
ｉｉ）縦方向及び横方向を有し、１０００ｎｍ未満の直径を有する複数の連続フィラメン
トからなる難燃性不織布であって、前記難燃性不織布における前記フィラメントは、前記
縦方向に実質的に平行に配向され、前記横方向において伸縮性及び回復性を有する難燃性
不織布、並びに
ｉｉｉ）８グラム重以上の平均布地弾性率を有する、糸条から作製された第２の難燃性編
布、から形成された耐久性積層体を含む防護衣服の物品であって、前記不織布は、前記第
１及び第２の難燃性編布の間に位置し、それらと同一の広がりを有し、前記不織布は、第
１の有効直径を有する第１の非取り付け領域を画定する一組の第１の取り付け点によって
前記第１の編布に取り付けられ、又、前記不織布は、第２の有効直径を有する第２の非取
り付け領域を画定する一組の第２の取り付け点によって前記第２の編布に取り付けられ、
前記第１の非取り付け領域及び前記第２の非取り付け領域の両方はそれぞれ、
式：Ｃ＜Ａ＜／＝（１４×Ｂ）＋１００
に従って、平方センチメートル単位の値Ａを有し、値Ｂは、グラム重での、前記第１の編
布の平均布地弾性率と前記第２の編布の平均布地弾性率との合計であり、且つ、値Ｃは５
平方センチメートルである、防護衣服の物品。
２．防護衣服の物品の第１又は第２の難燃性布地は、１５０グラム重以下の平均布地弾性
率を有する上記１に記載の防護衣服の物品。
３．防護衣服の物品の第１及び第２の難燃性布地は、１５０グラム重以下の平均布地弾性
率を有する上記２に記載の防護衣服の物品。
４．値Ａは、１２００平方センチメートル以下である上記１ないし３のいずれかに記載の
防護衣服の物品。
５．ヘッドカバーの形態の上記１ないし３のいずれかに記載の防護衣服の物品。
６．ネックカバーの形態の上記１ないし３のいずれかに記載の防護衣服の物品。
７．第１及び第２の難燃性布地は異なる、上記１ないし３のいずれかに記載の防護衣服の
物品。
８．不織布は、完全芳香族ポリイミドである、上記１ないし３のいずれかに記載の防護衣
服の物品。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の層、順に、
ｉ）８グラム重以上の平均布地弾性率を有する、糸条から作製された第１の難燃性編布、
ｉｉ）縦方向及び横方向を有し、１０００ｎｍ未満の直径を有する複数の連続フィラメン
トからなる難燃性不織布であって、前記難燃性不織布における前記フィラメントは、前記
縦方向に実質的に平行に配向され、前記横方向において伸縮性及び回復性を有する難燃性
不織布、並びに
ｉｉｉ）８グラム重以上の平均布地弾性率を有する、糸条から作製された第２の難燃性編
布、から形成された耐久性積層体を含む防護衣服の物品であって、前記不織布は、前記第
１及び第２の難燃性編布の間に位置し、それらと同一の広がりを有し、前記不織布は、第
１の有効直径を有する第１の非取り付け領域を画定する一組の第１の取り付け点によって
前記第１の編布に取り付けられ、又、前記不織布は、第２の有効直径を有する第２の非取
り付け領域を画定する一組の第２の取り付け点によって前記第２の編布に取り付けられ、
前記第１の非取り付け領域及び前記第２の非取り付け領域の両方はそれぞれ、
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式：Ｃ＜Ａ＜／＝（１４×Ｂ）＋１００
に従って、平方センチメートル単位の値Ａを有し、値Ｂは、グラム重での、前記第１の編
布の平均布地弾性率と前記第２の編布の平均布地弾性率との合計であり、且つ、値Ｃは５
平方センチメートルである、防護衣服の物品。
【請求項２】
　前記値Ａは、１２００平方センチメートル以下である、請求項１に記載の防護衣服の物
品。
【請求項３】
　ネックカバーの形態の請求項１または２に記載の防護衣服の物品。
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